
令和６年度
介護保険報酬改定説明会

令和６年３月２１日

大田区介護保険課

通所リハビリテーション
※医療系サービスは令和６年６月１日施行です。



通所リハビリテーション

１ 機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービス提供の拡充（予）

２ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化（予）

３ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進（予）

４ 業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算について（予）

５ 高齢者虐待防止の推進、身体的拘束等の適正化の推進（予）

６ リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進（予）

７ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一定的計画書の見直し

８ みなし指定の見直し（予）

９ 予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価（予防のみ）

10 事業所規模別基本報酬の見直し

11 ケアプラン作成に係る「主治医」の明確化（予）



訪問リハビリテーション

12 入浴介助加算（Ⅱ）の見直しについて

13 科学的推進体制加算の見直しについて（予）

14 処遇改善加算について

15 テレワークの取扱い（予）（資料無し）

16 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直しについて

17 運動機能向上加算の基本報酬への包括化（予防のみ）

18 送迎に係る取扱いの明確化について

19 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化について（予）

20 基本報酬の見直し



機能訓練事業所の共生型サービス、
基準該当サービス提供の拡大

障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓
練（機能訓練）を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練（機
能訓練）又は基準額等自立訓練（機能訓練）の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練（機能訓
練）を提供する際の人員及び設備の共有を可能とする。
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医療機関のリハビリテーション
計画書の受け取りの義務化

 運営基準

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続
的で質の高いリハビリテーションを実施する観点
から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテー
ションを受けていた利用者に対し退院後のリハビ
リテーションを提供する際に、リハビリテーショ
ン計画を作成するに当たっては、入院中に医療機
関が作成したリハビリテーション実施計画書等を
入手し、内容を把握することを義務付ける。

〇サービスごとに、以下を規定

・医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関
から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に
当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計
画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把
握しなければならない。
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退院後早期のリハビリテーション実施に向けた
退院時情報連携の推進

 算定要件
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連
続的で質の高いリハビリテーションを実施する
観点から、医療機関からの退院後の介護保険の
リハビリテーションを行う際、リハビリテー
ション事業所の理学療法士等が、医療機関から
の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を
行ったことを評価する新たな加算を設ける。

▶ 退院時共同指導加算

６００単位／回（新設）

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハ
ビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院
時共同指導（※）を行った後に、当該者に対する初回の通所
リハビリテーションを行った場合に、当該利用者につき１回
に限り、所定単位数を加算する。

※ 利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状
況等に関する情報を相互に共有したうえで、在宅でのリハビリテー
ションに必要な指導を共同して行う、その内容を在宅でのリハビリ
テーション計画に反映させることをいう。
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業務継続計画（BCP）
未策定減算について

感染症や災害が発生した場合で
あっても、必要な介護サービスを継
続的に提供できる体制を構築するた
め、業務継続に向けた計画の策定の
徹底を求める観点から、感染症若し
くは災害のいずれか又は両方の業務
継続計画が未策定の場合、基本報酬
を減算する。 令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延防止た

めの指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、減算を適用しない。
。
R6.1.22 厚生労働省介護給付費分科会資料より
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以下の基準を満たしていない場合に減算

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービ
ス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画を策定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。



高齢者虐待防止の推進、
身体的拘束等の適正化の推進

 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ
ビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催しその
結果について従業者に周知徹底する。

 虐待の防止のための指針を整備する。

 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に
実施する。

 適切に実施するための担当者を置く。

〇高齢者虐待防止措置未実施減算を新設

▶ 所定単位数の 100分の１減算

〇身体的拘束等の適正化

利用者又は他の利用者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束等を行ってはならな
い。

高齢者虐待防止措置未実施減算

以下の措置が講じられていない場合には減算

身体的拘束等の適正化

 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、その
態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び
に緊急やむを得ない理由を記録しなければならな
い。
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リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①

リハビリテーション、口腔・栄養を一体的な取り組みを推進し、自立支援・重度化防止を効果的に
進める観点から、リハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価す
る新たな区分を設ける。

また、報酬体系の簡素化の観点から、リハビリテーションマネジメント加算（B）の要件について、
新規区分とし、加算区分を整理する。

ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。
イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係
職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用してい
ること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内
容について関係職種に対し共有していること。

訪問リハビリテーション



リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進②

 算定要件

リハビリテーションマネジメント加算（イ）
▶ 現行のリハビリテーションマネジメント加算（A）イと同様件

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
▶ 現行のリハビリテーションマネジメント加算（A）ロと同様件

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）（新設）
・リハビリテーションマネジメント加算（ロ）を満たしていること。
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価
し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容や情報等や、利用者の口腔の健康状態に関
する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種
に対して情報提供していること。

※ リハビリテーション事業所の医師が、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、
270単位を加算 （現行の（Ｂ）の要件の組み換え）
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リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進③

同意日の属する月から ６月以内 ６月超

リハビリテーションマネジメント加算（イ） ５６０単位 ２４０単位

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） ５９３単位 ２７３単位

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） ７９３単位 ４７３単位

※医師が利用者又はその家族に説明した場合 ２７０単位加算

通所リハビリテーション





リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る
一体的計画書の見直し

 見直し点

▶ 記載項目を整理

▶ LIFE提出項目を踏まえた様式に変更

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄
養の一体的取組を推進する観点から、リハビ
リテーション・個別訓練、口腔管理、栄養管
理に係る一体的計画書の見直し。

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション
のみなし指定の見直し

 基準

【現行のみなし指定】

病院、診療所

【改定後】

病院、診療所、老人保健施設、介護医療院

※指定通所リハビリテーション事業所が、みなし指定を受けた老
人保健施設又は介護医療院である場合は、当該施設の医師の配置
基準を満たすことをもって、通所リハビリテーション事業所の医
師の配置基準を満たしているものとみなすことができる。

通所リハビリテーション事業所を更に
拡充する観点から、介護老人保健施設及
び介護医療院の開設許可があった時は、
訪問リハビリテーション事業所の指定が
あったものとみなす。また、介護保険法
第７２条第１項による訪問リハビリテー
ションに係るみなし指定を受けている介
護老人保健施設及び介護医療院について
は、当該事業所の医師の配置基準につい
て、当該施設の医師の配置基準を満たす
ことをもって 基準を満たしているもの
とみなすこととする。



介護予防サービスにおけるリハビリテーションの
質の向上に向けた評価（予防のみ）

 要件等

 単位数

介護予防サービスにおけるリハビリテーショ
ンの質を評価し、適切なサービス提供とする観
点から、以下の見直しを行う。

ア 利用開始から１２月が経過した後の減算に
ついて、拡大を行う。ただし、定期的なリハビ
リテーション会議によるリハビリテーション計
画の見直しを行い、ＬＩＦＥへリハビリテー
ションのデータを提出し、フィードバックを受
けてＰＤＣＡサイクルを推進する場合には減算
を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切
なアウトカム評価に資するようＬＩＦＥへリハ
ビリテーションのデータ提出を推進するととも
に、事業所評価加算の廃止を行う。

利用開始日の属する月から１２月を超えて介護予防通所リハビ
リテーションを行う場合の減算を行わない基準

・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテー
ションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成
員と共有し、当該リハビリテーション会議に内容を記録するとともに、
利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直している
こと。
・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労
働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その
他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活
用していること。

利用開始日の属する月から１２月超
上記要件を満たした場合 ▶ 減算無し
上記要件を満たさない場合 ▶ 要支援１ 120単位減算／回

要支援２ 240単位減算／回

通所リハビリテーション



事業所規模別基本報酬の見直し

リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所
規模別基本報酬について、見直しを行う。

ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通
常規模型、大規模型の２段階に変更する。

イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

１ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の８０％を超えていること。

２ リハビリテーション専門職の

配置が１０：１以上であること。

通所リハビリテーション



ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の
明確化について

 居宅介護支援等の具体的取扱方針

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等につい
ては、主治の医師等がその必要性を認めものに限られるもので
あることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居
宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指
示があることを確認しなければならない。

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場
合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利
用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治
の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえ
て作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の
医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法について
は、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要
介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定さ
れないことに留意すること。特に訪問リハビリテーション及び
通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院患者
において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する
観点から、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速
やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが
望ましい。（後略）

退院後早期に介護保険のリハビリ
テーションを開始することを可能と
する観点から、介護支援専門員が居
宅サービス計画に通所リハビリテー
ション・訪問リハビリテーションを
位置付ける際に意見を求めることと
されている「主治の医師」に、入院
中の医療機関の医師を含むこととす
る。

通所リハビリテーション



通所リハビリテーションにおける
入浴介助加算（Ⅱ）の見直し  入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件

通所リハビリテーションにおける入浴介
助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅にお
ける入浴の自立への取組を促進する観点か
ら、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、
「医師等による、利用者宅浴室の環境評
価・助言」について、医師等に代わり介護
職員が訪問し、医師等の指示の下、ＩＣＴ
機器を活用して状況把握を行い、医師等が
評価・助言する場合も算定することを可能
とする。

加えて、利用者の居宅における自立した
入浴への取り組みを促進する観点から、入
浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係る現行の
Ｑ＆Ａや留意事項痛で示している内容を告
示に明記し、要件を明確化する。

〇 入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて、

・医師等（※）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作
及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用
者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、
訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用
具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただ
し、医師等による利用者の居宅訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、
介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室
における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助
言を行っても差し支えないものとする。
・当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状
況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作
成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテー
ション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に替えることがで
きる。
・上記の入浴計画に基づき、個別の入浴又は、利用者の居宅の状況に近い環
境で入浴介助を行うこと。

※医師等
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境評価を行うことができる福祉用具専門
相談員、地域包括支援センター職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者

通所リハビリテーション



科学的介護推進体制加算の見直し

算定要件

 ＬＩＦＥへのデータ提出頻度について、他のＬＩＦＥ関連加算と合わせ、
少なくとも「３月に１回」（変更前６月に１回）に見直す

 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化す
る。

 同一の利用者の複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出
のタイミングを統一できるようにする。

通所リハビリテーション
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処遇改善加算について ①

現行の、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算

を一本化し、新たに４段階の介護職員等処遇改善加算とする。

この改定は令和６年６月１日施行とし、令和６年４月、５月は現行と同じ処遇改善加算を算定する。

〇新加算については、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。

〇新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金

の改善に充てることを要件とする。

これまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を取得する場合は、収入として新
たに増加するベースアップ等支援加算相当分については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを
求める。

訪問介護



処遇改善加
算について
②



処遇改善加算について ③

新加算等の申請等に係る
提出物の提出期限一覧

サービス種類ごと
の加算率一覧



外国人介護人材に係る人員配置基準上の
取扱いの見直しについて

 算定要件等

次のいずれかに該当する者については、職員等の配置の基準を
定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこと
とする。

・受け入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した

外国人介護職員

・日本語能力試験N1又はN2に合格した者

▶下線部分が今回追加された部分

外国人介護職員（※）の日本語能力やケア
の習熟度に個人差があることを踏まえ、事業
者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の
実施状況、管理者や指導職員等の意見を勘案
し、当該外国人介護職員を人員配置基準に参
入することについて意思決定を行った場合に
は、就労開始直後から人員配置基準に参入し
て差し支えないこととする。

※外国人介護職員

EPA介護福祉士候補者及び技能実習生

通所リハビリテーション

・受け入れ施設において就労を開始した日から６月を経過してい
ない外国人介護職員であって、受入れ施設（適切な研修体制及び
安全管理体制が整備されているものに限る。）に係る事業を行う
者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並び
に当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を
勘案し、当該外国人介護職員を職員等の 配置の基準を定める法令
の適用について職員等とみなすこととしたもの。



運動機能向上加算の基本報酬への
包括化（予防のみ）

 現行 ➡ 廃止

運動機能向上加算225単位/月 ▶ 廃止（基本報酬へ包括化）

選択的サービス複数実施加算Ⅰ480単位／月 ▶ 廃止

選択的サービス複数実施加算Ⅱ700単位／月 ▶ 廃止

 一体的サービス提供加算 480単位／月（新設）

【算定要件】

以下の要件を全て満たすこと。

①栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること

②利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日におい
て、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス
うち、いずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けている
こと。

③栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

予防通所リハビリテーションにおける
身体機能評価を更に推進するとともに、
報酬体系の簡素化を行う観点から、運動
機能向上加算を基本報酬へ包括化し、運
動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機
能向上加算のうち、複数の加算を組み合
わせて算定している場合の加算を新設す
る。

▶ 一体的サービス提供加算

４８０単位／月（新設）

通所リハビリテーション



特別地域加算
中山間地域等の小規模事業所加算
中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の地域の明確化

R6.1.22 厚生労働省介護給付費分科会資料より
通所リハビリテーション



送迎に係る取扱いの明確化について

 送迎の範囲について

利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、
運営上支障がなく、利用者の居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある
場合に限り、当該場所への送迎を可能とする。

 他事業所利用者との同乗について

介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約
を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送
迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等を
明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

 障害福祉サービス利用者との同乗について

障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約
（共同での委託を含む）を結んだ場合においても、責任の所在等を明確に
した上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。

※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や
併設・隣接事業所など利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。

通所系サービスにおける送迎について、利便
性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する
観点から、送迎先について利用者の居住実態の
ある場所を含めるとともに、他の介護事業所や
障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可
能とする。

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【通常規模型】①

現行 ➡ 改定後

１時間以上
２時間未満の場合

要介護１ ３６６単位 ➡ ３６９単位

要介護２ ３９５単位 ➡ ３９８単位

要介護３ ４２６単位 ➡ ４２９単位

要介護４ ４５５単位 ➡ ４５８単位

要介護５ ４８７単位 ➡ ４９１単位

２時間以上
３時間未満の場合

要介護１ ３８０単位 ➡ ３８３単位

要介護２ ４３６単位 ➡ ４３９単位

要介護３ ４９４単位 ➡ ４９８単位

要介護４ ５５１単位 ➡ ５５５単位

要介護５ ６０８単位 ➡ ６１２単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【通常規模型】②

現行 ➡ 改定後

３時間以上
４時間未満の場合

要介護１ ４８３単位 ➡ ４８６単位

要介護２ ５６１単位 ➡ ５６５単位

要介護３ ６３８単位 ➡ ６４３単位

要介護４ ７３８単位 ➡ ７４３単位

要介護５ ８３６単位 ➡ ８４２単位

４時間以上
５時間未満の場合

要介護１ ５４９単位 ➡ ５５３単位

要介護２ ６３７単位 ➡ ６４２単位

要介護３ ７２５単位 ➡ ７３０単位

要介護４ ８３８単位 ➡ ８４４単位

要介護５ ９５０単位 ➡ ９５７単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【通常規模型】③

現行 ➡ 改定後

５時間以上
６時間未満の場合

要介護１ ６１８単位 ➡ ６２２単位

要介護２ ７３３単位 ➡ ７３８単位

要介護３ ８４６単位 ➡ ８５２単位

要介護４ ９８０単位 ➡ ９８７単位

要介護５ １１１２単位 ➡ １１２０単位

６時間以上
７時間未満の場合

要介護１ ７１０単位 ➡ ７１５単位

要介護２ ８４４単位 ➡ ８５０単位

要介護３ ９７４単位 ➡ ９８１単位

要介護４ １１２９単位 ➡ １１３７単位

要介護５ １２８１単位 ➡ １２９０単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【通常規模型】④

現行 ➡ 改定後

７時間以上
８時間未満の場合

要介護１ ７５７単位 ➡ ７６２単位

要介護２ ８９７単位 ➡ ９０３単位

要介護３ １０３９単位 ➡ １０４６単位

要介護４ １２０６単位 ➡ １２１５単位

要介護５ １３６９単位 ➡ １３７９単位

通所リハビリテーション

※旧大規模型Ⅰ及びⅡについては廃止し、大規模型に統一する。
※一定の要件を満たした大規模型事業所については、通常規模型と同様の単位数を算定でき
ることとする。



通所リハビリテーション 基本報酬【大規模型】①

現行（Ⅰ） ➡ 改定後

１時間以上
２時間未満の場合

要介護１ ３６１単位 ➡ ３５７単位

要介護２ ３９２単位 ➡ ３８８単位

要介護３ ４２１単位 ➡ ４１５単位

要介護４ ４５０単位 ➡ ４４５単位

要介護５ ４８１単位 ➡ ４７５単位

２時間以上
３時間未満の場合

要介護１ ３７５単位 ➡ ３７２単位

要介護２ ４３１単位 ➡ ４２７単位

要介護３ ４８８単位 ➡ ４８２単位

要介護４ ５４４単位 ➡ ５３６単位

要介護５ ６０１単位 ➡ ５９１単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【大規模型】②

現行（Ⅰ） ➡ 改定後

３時間以上
４時間未満の場合

要介護１ ４７７単位 ➡ ４７０単位

要介護２ ５５４単位 ➡ ５４７単位

要介護３ ６３０単位 ➡ ６２３単位

要介護４ ７２７単位 ➡ ７１９単位

要介護５ ８２４単位 ➡ ８１６単位

４時間以上
５時間未満の場合

要介護１ ５４０単位 ➡ ５２５単位

要介護２ ６２６単位 ➡ ６１１単位

要介護３ ７１１単位 ➡ ６９６単位

要介護４ ８２１単位 ➡ ８０５単位

要介護５ ９３２単位 ➡ ９１２単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【大規模型】②

現行（Ⅰ） ➡ 改定後

５時間以上
６時間未満の場合

要介護１ ５９９単位 ➡ ５８４単位

要介護２ ７０９単位 ➡ ６９２単位

要介護３ ８１９単位 ➡ ８００単位

要介護４ ９５０単位 ➡ ９２９単位

要介護５ １０７７単位 ➡ １０５３単位

６時間以上
７時間未満の場合

要介護１ ６９４単位 ➡ ６７５単位

要介護２ ８２４単位 ➡ ８０２単位

要介護３ ９５３単位 ➡ ９２６単位

要介護４ １１０２単位 ➡ １０７７単位

要介護５ １２５２単位 ➡ １２２４単位

通所リハビリテーション



通所リハビリテーション 基本報酬【大規模型】④

現行（Ⅰ） ➡ 改定後

７時間以上
８時間未満の場合

要介護１ ７３４単位 ➡ ７１４単位

要介護２ ８６８単位 ➡ ８４７単位

要介護３ １００６単位 ➡ ９８３単位

要介護４ １１６６単位 ➡ １１４０単位

要介護５ １３２５単位 ➡ １３００単位

通所リハビリテーション

※旧大規模型Ⅰ及びⅡについては廃止し、大規模型に統一する。
※一定の要件を満たした大規模型事業所については、通常規模型と同様の単位数を算定でき
ることとする。



介護予防通所リハビリテーション 基本報酬

現行 ➡ 改定後

１月につき
要介護１ ２０５３単位 ➡ ２２６８単位

要介護２ ３９９９単位 ➡ ４２２８単位

介護予防通所リハビリテーション


